
        

差止請求に係る判決等に関する情報の公表について 

（埼玉消費者被害者をなくす会と杉山株式会社の裁判上の和解について） 

 

平成２２年７月２８日 

  消 費 者 庁 

 

消費者契約法第３９条第１項の規定に基づき下記の事項を公表する。 

 

記 

 

１．判決（確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについ

ての決定を含む。）又は裁判上の和解の概要 

（１）事案の概要 

本件は、適格消費者団体である特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす

会（以下「原告」という。）が、呉服販売業杉山株式会社（以下「被告」という。）

に対し、着物のレンタルに際し、レンタル規約におけるキャンセル料の割合が

事業者の平均的損害を超えるものであるとして、当該条項の使用差止を求める

訴訟を提起した事案である。 

 

（２）結果 

 平成 22 年７月 20 日、原告と被告との間で別紙のとおり裁判上の和解が成立

した。 

 

２．適格消費者団体の名称 

特定非営利活動法人 埼玉消費者被害をなくす会 

理事長 池本 誠司  

 

 

３．事業者等の氏名又は名称 

杉山株式会社 

代表取締役 杉山 弘紀 

 

４．当該判決又は裁判上の和解に関する改善措置情報（※）の概要 

なし 

 

（※）改善措置情報とは、差止請求に係る相手方から、差止請求に係る相手方の行為の停



        

止若しくは予防又は当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとった旨の連絡を受け

た場合におけるその内容及び実施時期に係る情報のことをいう（消費者契約法施行規

則第 14 条、第 28 条参照）。 

 

以上 
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